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（

一

社

）

荏

原

青

色

申

告

会

第

25

回

通

常

総

会

が

５

月

23

日

ス

ク

エ

ア

荏

原

に

て

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

 

 

当

日

は

、

荏

原

税

務

署

竹

之

下

署

長

を

は

じ

め

、

多

数

の

ご

来

賓

の

ご

臨

席

の

も

と

、

全

て

の

議

案

が

原

案

通

り

可

決

承

認

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

議

 
 
 

事    

     

第

１

号

議

案

 
 

令

和

４

年

度

事

業

報

告

承

認

の

件

 

 

第

２

号

議

案

 
 

令

和

４

年

度

収

支

決

算

報

告

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

並

び

に

監

査

報

告

承

認

の

件

 

 

第

３

号

議

案

 
 

定

款

変

更

（

案

）

承

認

の

件

 

 

第

４

号

議

案

 
 

役

員

選

任

（

案

）

承

認

の

件

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

報
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令

和

５

年

度

事

業

計

画

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令

和

５

年

度

収

支

予

算
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一

般
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団

法
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荏

原

青
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告

会

一

般

社

団

法
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荏

原

青

色
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会

一

般

社

団

法
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荏

原

青

色
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第第第第

25252525

回

通

常

総

会

回

通

常

総

会

回

通

常

総

会

回

通

常

総

会

」」」」

報

告

報

告

報

告

報

告

    

－青色申告会章の意味－ 

UnionとUniteの頭文字「U」からの発想 

「きずな」と「つながり」を示す二つのUが一体となって強い

意志を示し、中央先端のVはあらゆる可能性と発展をイメージ

しています 

を

念

頭

に

入

れ

た

会

活

動

に

邁

進

し

、

会

員

サ

ー

ビ

ス

の

更

な

る

充

実

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

 

 
 

と

こ

ろ

で

、

長

い

間

国

民

の

生

活

や

経

済

活

動

に

大

き

な

影

響

を

及

ぼ

し

て

き

た

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

も

５

月

に

は

５

類

感

染

症

に

移

行

し

、

外

出

自

粛

な

ど

は

求

め

ら

れ

な

く

な

り

ま

す

。

本

会

も

引

き

続

き

感

染

防

止

対

策

を

施

し

な

が

ら

、

自

粛

し

て

い

た

研

修

会

や

イ

ベ

ン

ト

等

の

活

動

を

再

開

し

つ

つ

、

会

員

の

皆

様

の

事

業

の

回

復

に

向

け

、

情

報

の

提

供

や

サ

ポ

ー

ト

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

 

 

次

に

、

今

年

度

は

10

月

１

日

よ

り

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

が

ス

タ

ー

ト

し

ま

す

。

会

員

の

多

く

の

方

は

ま

だ

番

号

の

取

得

を

検

討

中

で

す

の

で

、

し

っ

か

り

と

制

度

の

概

要

を

説

明

し

た

う

え

で

、

登

録

申

請

す

べ

き

か

ど

う

か

判

断

で

き

る

よ

う

に

し

て

い

く

と

と

も

に

、

導

入

後

大

き

く

変

わ

る

消

費

税

の

記

帳

や

申

告

の

サ

ポ

ー

ト

に

も

力

を

入

れ

て

い

く

所

存

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 

ま

た

、

記

帳

や

申

告

も

年

々

電

子

化

が

進

む

中

、

ー

Ｔ

ａ

ｘ

申

告

を

す

る

方

は

着

実

に

増

え

て

い

ま

す

。

東

京

税

理

士

会

荏

原

支

部

の

ご

協

力

に

よ

る

代

理

送

信

並

び

に

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

本

人

送

信

の

組

み

合

わ

せ

で

、

希

望

さ

れ

る

皆

様

が

ｅ

ー

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

で

き

る

よ

う

体

制

を

整

備

し

て

ま

い

り

ま

す

。

 

 

近

年

は

会

計

ソ

フ

ト

を

利

用

し

た

複

式

簿

記

を

始

め

る

方

も

多

        

令

和

令

和

令

和

令

和

５５５５

年

度

事

業

計

画

年

度

事

業

計

画

年

度

事

業

計

画

年

度

事

業

計

画    

    

Ⅰ

 

基

本

方

針

基

本

方

針

基

本

方

針

基

本

方

針

    

 
 

青

色

申

告

会

は

昭

和

25

年

に

健

全

な

納

税

者

で

あ

る

青

色

申

告

者

が

自

主

的

に

組

織

し

た

納

税

者

団

体

で

、

「

税

務

経

理

の

指

導

」

「

行

政

へ

の

要

望

発

言

」

「

税

制

改

正

に

対

す

る

要

望

・

陳

情

」

を

目

的

と

し

な

が

ら

青

色

申

告

の

普

及

を

通

じ

て

我

が

国

の

税

制

の

中

核

で

あ

る

申

告

納

税

制

度

の

発

展

と

納

税

道

義

の

高

揚

に

資

す

る

た

め

の

役

割

を

担

っ

て

き

ま

し

た

。

 
 
 

 
 

本

会

は

、

今

後

も

上

記

の

目

的

く

、

ま

た

記

帳

の

仕

方

が

わ

か

ら

ず

困

っ

て

い

る

方

な

ど

、

会

を

必

要

と

し

て

い

る

方

は

ま

だ

ま

だ

多

く

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

状

況

を

踏

ま

え

、

会

員

の

皆

様

が

適

正

な

申

告

が

で

き

る

よ

う

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

 

 

更

に

、

私

た

ち

青

色

申

告

会

は

、

個

人

事

業

者

の

支

援

団

体

と

し

て

の

立

場

か

ら

会

員

の

皆

様

か

ら

の

声

を

代

表

し

、

提

言

や

要

望

を

行

う

こ

と

が

必

要

で

あ

る

と

考

え

ま

す

。

 

 

そ

の

た

め

に

も

、

会

の

運

営

を

円

滑

に

行

い

関

係

官

公

署

並

び

に

関

係

協

力

団

体

と

の

連

携

を

図

り

、

地

域

社

会

へ

の

貢

献

も

目

指

し

な

が

ら

以

下

の

諸

施

策

を

推

進

し

ま

す

。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    

総

務

総

務

総

務

総

務

    

①

会

の

運

営

を

的

確

に

行

う

た

め

 

 

の

諸

規

定

の

整

備

 

②

役

員

・

支

部

に

つ

い

て

の

検

討

 

③

会

館

維

持

管

理

の

検

討

 

④

財

政

基

盤

の

強

化

に

向

け

た

施

 

 

策

の

研

究

 

⑤

事

務

局

の

利

用

率

向

上

に

向

け

 

 

た

役

職

員

の

レ

ベ

ル

ア

ッ

プ

 

⑥

関

係

官

公

署

並

び

に

関

係

協

力

 

 

団

体

と

の

連

携

・

協

調

 

 

ⅢⅢⅢⅢ    

事

業

事

業

事

業

事

業

    

①

会

員

へ

の

融

資

の

斡

旋

 

②

各

種

保

険

の

普

及

拡

大

 

③

小

規

模

企

業

共

済

・

中

小

企

業

 

 

退

職

金

共

済

の

普

及

拡

大

 

④

東

青

連

及

び

商

工

会

議

所

の

法

 

 

律

相

談

の

利

用

推

進

 
 
 

8888月月月月    

    

   5日(土） 青年部バーベキュー大会 

      

   30日(水） (東)青色申告普及・会勢拡大出陣式 

本 会 の 行 事 予 定本 会 の 行 事 予 定本 会 の 行 事 予 定本 会 の 行 事 予 定    

都 税 だ よ り 

 

休

日

家

に

い

る

と

、

姿

は

見

え

ま

せ

ん

が

、

よ

く

鶯

の

鳴

声

が

し

ま

す

。

一

般

的

な

鶯

の

鳴

声

と

い

う

と

「

ホ

ー

ホ

ケ

キ

ョ

」

だ

と

思

う

の

で

す

が

、

「

ホ

ケ

ホ

ケ

」

と

か

「

ケ

キ

ョ

」

「

キ

ヨ

キ

ヨ

キ

ヨ

」

と

様

々

な

鳴

声

が

聞

こ

え

て

き

ま

す

。

調

べ

て

み

る

と

、

鶯

の

さ

え

ず

り

は

求

愛

や

縄

張

り

主

張

で

あ

り

、

春

か

ら

初

夏

に

か

け

て

上

手

く

鳴

け

る

よ

う

練

習

す

る

ら

し

い

の

で

す

。

ま

さ

に

練

習

と

い

う

感

じ

で

、

鳥

と

い

う

よ

り

近

所

の

子

供

が

遊

ん

で

る

声

の

よ

う

に

感

じ

る

時

も

あ

り

ま

す

。

。

よ

く

聞

い

て

い

る

と

練

習

の

甲

斐

あ

り

、

た

ま

に

「

ホ

ー

ホ

ケ

キ

ョ

」

と

鳴

け

る

と

き

が

あ

り

ま

す

。

「

キ

ヨ

キ

ヨ

キ

ヨ

・

・

・

」

は

練

習

途

上

と

思

い

込

ん

で

い

た

の

で

す

が

、

ど

う

や

ら

「

谷

渡

り

」

と

い

う

上

級

テ

ク

ニ

ッ

ク

ら

し

い

で

す

。

ち

な

み

に

こ

の

練

習

は

年

を

越

す

と

鳴

き

方

を

忘

れ

る

ら

し

く

大

人

の

鶯

も

す

る

よ

う

で

す

。

こ

の

鶯

の

鳴

き

練

習

は

聞

き

出

す

と

な

か

な

か

面

白

く

、

心

地

良

い

響

き

な

の

で

つ

い

聞

き

入

っ

て

し

ま

い

ま

す

が

、

個

人

的

に

更

に

心

地

良

い

の

は

、

早

朝

に

「

ホ

ー

ホ

ー

ホ

ッ

ホ

ー

」

と

繰

り

返

す

キ

ジ

バ

ト

の

鳴

声

で

す

。

 

7777月                             月                             月                             月                              

    3日(月）  署挨拶 

    7日(金）  青年部役員会 

  11日(火） 家族レクリエーション 

   12日(水)   署挨拶 

   14日(金)   六団体事務責任者会議 

  20日（木）  六団体総会 

  27日(水） 会計監査 

 

  口座振替をご希望の方は事務局までご連絡下さい。   

  半年ごとのお支払いとなります。 

【会費の口座振替サイクル】 

   4月分～9月分 12,000円  4月6日引落 

  10月分～3月分 12,000円 10月6日引落 

 ※引落日が平日以外の場合はずれることがあります。 

画像 

 

  青色申告特別控除65万円・55万円を適用するなら、 

  会計ソフトの利用が断然お勧めです！ 

  当会では初期設定から完成までサポート致します！ 

 

 ◆ジョブカンデスクトップ版ジョブカンデスクトップ版ジョブカンデスクトップ版ジョブカンデスクトップ版（windowsのみ対応） 

  ご自身のパソコンにソフトをインストールして利用します。 

 

   年間利用料：初年度   2,2002,2002,2002,200円円円円  

          2年目以降 5,5005,5005,5005,500円円円円 

 

 ◆ジョブカンオンライン版ジョブカンオンライン版ジョブカンオンライン版ジョブカンオンライン版（windows・Mac対応） 

    インターネットに繋がっていればどのPCからでも利用できます。 

 

     年間利用料：初年度   2,2002,2002,2002,200円円円円  

          2年目以降 8,8008,8008,8008,800円円円円 

会計ソフトを利用するなら… 

 当会は「ジョブカン会計」を推奨しています！ 

    先月会報にてお知らせしたディズニーリゾートの割引先月会報にてお知らせしたディズニーリゾートの割引先月会報にてお知らせしたディズニーリゾートの割引先月会報にてお知らせしたディズニーリゾートの割引

券につきまして、たくさんのご応募ありがとうござい券につきまして、たくさんのご応募ありがとうござい券につきまして、たくさんのご応募ありがとうござい券につきまして、たくさんのご応募ありがとうござい

ました。ました。ました。ました。    

    当選は発送をもってかえさせていただきますので何卒当選は発送をもってかえさせていただきますので何卒当選は発送をもってかえさせていただきますので何卒当選は発送をもってかえさせていただきますので何卒

ご了承願いまず。ご了承願いまず。ご了承願いまず。ご了承願いまず。    

会費のお支払いは便利な会費のお支払いは便利な会費のお支払いは便利な会費のお支払いは便利な    

口座振替をご利用下さい！口座振替をご利用下さい！口座振替をご利用下さい！口座振替をご利用下さい！    

○○○○ がががが可能可能可能可能‼‼‼‼ 

法人事業税法人事業税法人事業税法人事業税・・・・法人都民税等法人都民税等法人都民税等法人都民税等のののの都税都税都税都税はははは、、、、ペイジーペイジーペイジーペイジー納付納付納付納付やダやダやダやダ

イレクトイレクトイレクトイレクト納付納付納付納付のののの他他他他にににに、、、、クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード納付納付納付納付がががが可能可能可能可能でででで

すすすす。。。。    

詳詳詳詳しくはホームページをごしくはホームページをごしくはホームページをごしくはホームページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

    ｅＬＴＡＸｅＬＴＡＸｅＬＴＡＸｅＬＴＡＸホームページホームページホームページホームページ    

（（（（https://www.eltax.lta.go.jp/https://www.eltax.lta.go.jp/https://www.eltax.lta.go.jp/https://www.eltax.lta.go.jp/））））    

 

○○○○ がががが可能可能可能可能‼‼‼‼ 

事前事前事前事前にににに登録登録登録登録したしたしたした金融機関口座金融機関口座金融機関口座金融機関口座からからからから指定指定指定指定したしたしたした期日期日期日期日にににに税額税額税額税額をををを

引引引引きききき落落落落とすことができるとすことができるとすことができるとすことができる納税方法納税方法納税方法納税方法ですですですです。。。。 

 
税理士税理士税理士税理士のののの方方方方などなどなどなど代理人代理人代理人代理人によるによるによるによる納税手続納税手続納税手続納税手続

ができますができますができますができます‼‼‼‼    

ｅＬＴＡＸｅＬＴＡＸｅＬＴＡＸｅＬＴＡＸ電子納税電子納税電子納税電子納税でのでのでのでの納付方法納付方法納付方法納付方法がががが増増増増ええええ

ましたましたましたました‼‼‼‼    

エルレンジャー 

eLTAXイメージキャラクター 

ｅＬＴＡＸホームページｅＬＴＡＸホームページｅＬＴＡＸホームページｅＬＴＡＸホームページ    
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令和5年度収支予算書 

       自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日      

 令和4年度収支計算書 

       自：令和4年4月1日  至：令和5年3月31日      

監査報告書監査報告書監査報告書監査報告書    

    

令和4年度の事業並びに会計につ

いて監査を行なった結果、帳簿・

預金・通帳等及び関係証拠書類は

報告と相違なく、その処理は明瞭

かつ適正であることを認めます。 

 

  令和5年4月13日 

    監 事  長田    正  

    監 事  笠原  泰明  
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  消費税インボイス制度の開始が近づいてきました。 

  インボイス番号を開始と同時に取得される方は9999月月月月30303030日までに申請手続きが必要日までに申請手続きが必要日までに申請手続きが必要日までに申請手続きが必要になります。 

  インボイス番号の取得は任意ですが、取引先から番号を取得してほしいと言われたり、取得して良いのかどう 

 かわからないといった相談が増えております。 

  現在消費税を申告していない、免税事業者の方も関係してくることがあります免税事業者の方も関係してくることがあります免税事業者の方も関係してくることがあります免税事業者の方も関係してくることがありますので、この機会に是非個別相 

 談会をご利用下さい。 

 
 

 

消費税インボイス制度 個別相談会のお知らせ 

 ＜ 事務局からのお知らせ ＞ 

令和令和令和令和5555年年年年10101010月からインボイス制度が導入されます月からインボイス制度が導入されます月からインボイス制度が導入されます月からインボイス制度が導入されます    

  インボイス番号を請求書・領収書等に記載するには事前に税務署への届出が必要です 

 

  ・インボイス番号がない領収書等は消費税を計算するときに原則として仕入税額控除できません。インボイス番号がない領収書等は消費税を計算するときに原則として仕入税額控除できません。インボイス番号がない領収書等は消費税を計算するときに原則として仕入税額控除できません。インボイス番号がない領収書等は消費税を計算するときに原則として仕入税額控除できません。 

    →インボイス番号の無い領収書等を発行した場合、相手から指摘される可能性相手から指摘される可能性相手から指摘される可能性相手から指摘される可能性があります。 

     ※番号のない領収書等を受け取った方が適用できる経過措置等があります。 

 

  ・インボイス番号を取得すると課税事業者になります。インボイス番号を取得すると課税事業者になります。インボイス番号を取得すると課税事業者になります。インボイス番号を取得すると課税事業者になります。    

    →売上が1,000万円を超えずに免税事業であった方も消費税の申告をする免税事業であった方も消費税の申告をする免税事業であった方も消費税の申告をする免税事業であった方も消費税の申告をすることになります。 

 

  ・不動産貸付の方もインボイス番号を求められる可能性があります。不動産貸付の方もインボイス番号を求められる可能性があります。不動産貸付の方もインボイス番号を求められる可能性があります。不動産貸付の方もインボイス番号を求められる可能性があります。    

    →例）店舗や事務所を貸していて、その賃借人から家賃を仕入税額控除したい家賃を仕入税額控除したい家賃を仕入税額控除したい家賃を仕入税額控除したいので、インボイスインボイスインボイスインボイス    

                            番号がある領収書を下さいがある領収書を下さいがある領収書を下さいがある領収書を下さいと言われる可能性があります。 

 

  ・免税事業者からインボイス発行事業者になった場合は特例があります。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合は特例があります。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合は特例があります。免税事業者からインボイス発行事業者になった場合は特例があります。    

    →特例内容…………売上税額の売上税額の売上税額の売上税額の2222割を納付税額とする割を納付税額とする割を納付税額とする割を納付税額とすることができます。 

     対象になる方……2年前の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方。 

     対象となる期間…令和5年10月1日～令和8年9月30日を含む課税期間。 

第第第第3333号議案号議案号議案号議案        

定款変更（案）承認の件定款変更（案）承認の件定款変更（案）承認の件定款変更（案）承認の件    

 

 近年、支部役員の減少により、

支部の合併を検討しており、理事で

ある支部長が減員された場合、定款

に定めている理事の定数を満たすこ

とができなくなる恐れがあることか

ら「定款第20条」の理事の定数を

18名以上28名以内から3名以上28名

以内に変更とする案が提案され承認

されました。 

 

日   程    令和令和令和令和5555年年年年7777月月月月18181818日（火）・日（火）・日（火）・日（火）・19191919日（水）・日（水）・日（水）・日（水）・20202020日（木）・日（木）・日（木）・日（木）・21212121日（金）日（金）日（金）日（金）    

 

受付時間   午前午前午前午前9999時時時時30303030分 ～ 午前分 ～ 午前分 ～ 午前分 ～ 午前11111111時時時時                    午後午後午後午後1111時 ～ 午後時 ～ 午後時 ～ 午後時 ～ 午後4444時時時時    

 

会   場     荏原青色申告会館荏原青色申告会館荏原青色申告会館荏原青色申告会館   品川区西中延1-2-4  ☎ 3783-3494 
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【懇親会において】伏木会計、長田監事は所用のため欠席 

 

 源泉所得税の「納期の特例」の承認を受け

ている方は、1111月～月～月～月～6666月の合計額を月の合計額を月の合計額を月の合計額を7777月月月月10101010日ま日ま日ま日ま

ででででに、7月～12月の合計額を1月20日までに

纏めて納付します。 

 

 納付期限に遅れますと、加算税や延滞税が

かかることがありますので必ず期限内に納付

して下さい。 

 

 （（（（事務局の相談業務は予約制事務局の相談業務は予約制事務局の相談業務は予約制事務局の相談業務は予約制とさせて頂いて

おります。ご利用される方はお電話にて予約

をお取り下さい。） 

 

  源泉所得税の納付期限は7月10日（月）です 

 

◆【予定納税】の納付期間は下記の通りです。 

        ☆第☆第☆第☆第1111期分納付期間：期分納付期間：期分納付期間：期分納付期間：令和令和令和令和5555年年年年7777月月月月1111日～日～日～日～7777月月月月31313131日日日日 

   ※土・日・祝日は金融機関及び税務署の窓口での納付はできません 

 

 予定納税とは前年に一定の納税額があった方に税務署が予定納税を通知し、 

  翌年の所得税等の一部として7月と11月に事前に納める制度です。                                             

      

◆【減免申請手続き】の期限は下記の通りです。 

  ☆減額申請手続き：☆減額申請手続き：☆減額申請手続き：☆減額申請手続き：令和令和令和令和5555年年年年7777月月月月18181818日（火）まで日（火）まで日（火）まで日（火）まで    

            ※申告納税見積額を計算し減額申請書を税務署に提出する必要があります。 

 

  令和5年6月30日現在の状況で、令和5年分の年間所得や所得控除などを見積も 

     って計算した税額(申告納税見積額)が税務署から通知されている予定納税基準額 

     より少なくなると見込まれる場合予定納税額の減額申請予定納税額の減額申請予定納税額の減額申請予定納税額の減額申請をすることができます。 

予 定 納 税 の お 知 ら せ 

（単位：円）

予算額

基本財産運用収入 500

入会金収入 50,000

会費収入 43,500,000

臨時会費 700,000

事業収入 5,341,000

青色共済助成金 950,000

雑収入 951,000

特定資産取崩収入 0

当期収入合計 51,492,500

前年度繰越金 1,608,737

合計 53,101,237

事業費 35,842,100

会議費 1,920,000

管理費 12,924,500

その他支出 800,000

予備費 1,614,237

合計 53,100,837

項　目

収

入

の

部

支

出

の

部

（単位：円）

4年度予算額 4年度決算額

基本財産運用収入 500 104

入会金収入 50,000 38,000

会費収入 43,500,000 43,792,000

臨時会費収入 600,000 129,776

事業収入 5,221,000 5,747,033

青色共済助成金 900,000 968,599

雑収入 852,000 1,832,405

特定資産取崩収入 300,000 0

当期収入合計 51,423,500 52,507,917

前年度繰越金 1,410,563 1,410,563

収入合計 52,834,063 53,918,480

事業費 33,742,100 30,664,396

会議費 1,530,000 573,167

管理費 14,469,500 13,697,630

その他支出 1,300,000 7,374,550

予備費支出 1,792,463 0

当期支出合計 52,834,063 52,309,743

次期繰越収支差額 1,608,737

項　目

収

入

の

部

支

出

の

部


